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議第 2号
令和 8年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算

　令和 8年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17，428，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（県　債）

第�2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1項の規定により起こすことができる県債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2表県債」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第 2号　令和 8年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

302,115,5金入繰1

1 一 般 会 計 繰 入 金 5,511,203

794,201,3入収諸2

1 貸 付 金 元 利 収 入 3,102,497

003,418,8債県3

003,418,8債県1

17,428,000

額金項款

歳 入 合 計

議第 2号　令和 8年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,824,71費学大科医1

1 医 科 大 学 費

2 医 科 大 学 公 債 費 3,099,212

17,428,000

額金項款

歳 出 合 計

14,328,788

議第 2号　令和 8年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算
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議第 2号　令和 8年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算

第 2 表
県　　　　　 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

医 科 大 学 貸 付 事 業 8，814，300
証書借入又
は債券発行
による。

年 8．0％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

借入先の融通条件に
よる。ただし、県の
財政の都合又は融通
条件により繰り上げ
をし、償還年限を短
縮し、又は低利債に
借り換えすることが
できるものとする。

千円
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議第 3号
令和 8年度奈良県営競輪事業費特別会計予算

　令和 8年度奈良県営競輪事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ38，239，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第�2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、「第 2表債務負担行為」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第 3号　令和 8年度奈良県営競輪事業費特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

414,563,73入収業事1

1 事 業 収 入

755,753入収産財2

1 財 産 運 用 収 入

174,191金入繰3

1 繰 入 金

855,423入収諸4

855,423入雑1

38,239,000

項款

歳 入 合 計

37,365,414

191,471

357,557

額金

議第 3号　令和 8年度奈良県営競輪事業費特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,932,83費業産1

1 競 輪 事 業 費 38,239,000

38,239,000

額金項款

歳 出 合 計

議第 3号　令和 8年度奈良県営競輪事業費特別会計予算
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　　第 2 表

債　務　負　担　行　為

千円

競輪場再整備事業にかか
る契約 令和16年度まで

令和 9 年度から
19,248,626

事 項 期 間 限 度 額

議第 3号　令和 8年度奈良県営競輪事業費特別会計予算
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議第 4号
令和 8年度奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計予算

　令和 8年度奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ329，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第 4号　令和 8年度奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

427,813料数手び及料用使1

427,813料用使1

672,01金越繰2

672,01金越繰1

329,000

額金項款

歳 入 合 計

議第 4号　令和 8年度奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,923費業産1

1
自 動 車 駐 車 場 及 び
自 動 車 乗 降 場 費

329,000

329,000

額金項款

歳 出 合 計

議第 4号　令和 8年度奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計予算
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議第 5号
令和 8年度奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

　令和 8年度奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ109，100千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第 5号　令和 8年度奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算
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歳 入 合 計

　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

194,72金越繰1

194,72金越繰1

906,18入収諸2

1 貸 付 金 元 利 収 入 80,909

007入雑2

109,100

額金項款

議第 5号　令和 8年度奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算
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歳 出 合 計

　　　歳　出

千円

1 地 域 創 造 費 109,100

1
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 費

109,100

109,100

額金項款

議第 5号　令和 8年度奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算
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議第 6号
令和 8年度奈良県農業改良資金貸付金特別会計予算

　令和 8年度奈良県農業改良資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第 6号　令和 8年度奈良県農業改良資金貸付金特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

015,1金入繰1

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,510

410,01金越繰2

410,01金越繰1

674入収諸3

001子利金預県1

673入雑2

12,000

額金項款

歳 入 合 計

議第 6号　令和 8年度奈良県農業改良資金貸付金特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,21費農食1

1
農 業 改 良 資 金
貸 付 事 業 費

12,000

12,000

額金項款

歳 出 合 計

議第 6号　令和 8年度奈良県農業改良資金貸付金特別会計予算
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議第 7号
令和 8年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計予算

　令和 8年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ425，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（県　債）

第�2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1項の規定により起こすことができる県債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2表県債」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第 7号　令和 8年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

135,95金越繰1

1 繰 越 金 59,531

964,512入収諸2

587子利金預県1

2 貸 付 金 元 利 収 入 213,282

204,1入雑3

000,051債県3

000,051債県1

425,000

額金項款

歳 入 合 計

議第 7号　令和 8年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,524費業産1

1
中 小 企 業 振 興 資 金
貸 付 事 業 費

425,000

425,000

額金項款

歳 出 合 計

議第 7号　令和 8年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計予算
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議第 7号　令和 8年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計予算

第 2 表
県　　　　　 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

設 備 貸 与 資 金 貸 付 金 150，000
証書借入に
よる。

年 0．5％
以 内

独立行政法人中小企
業基盤整備機構の融
通条件による。

千円
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議第 8号
令和 8年度奈良県証紙収入特別会計予算

　令和 8年度奈良県証紙収入特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2，234，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第 8号　令和 8年度奈良県証紙収入特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

000,430,2入収紙証1

1 証 紙 収 入

000,002金越繰2

1 繰 越 金

2,234,000

額金項款

歳 入 合 計

2,034,000

200,000

議第 8号　令和 8年度奈良県証紙収入特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,432,2金出繰1

1 一 般 会 計 繰 出 金 2,234,000

2,234,000

額金項款

歳 出 合 計

議第 8号　令和 8年度奈良県証紙収入特別会計予算
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議第 9号
令和 8年度奈良県林業改善資金貸付金特別会計予算

　令和 8年度奈良県林業改善資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ195，200千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第 9号　令和 8年度奈良県林業改善資金貸付金特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

728,1金入繰1

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,827

059,67金越繰2

1 繰 越 金

324,611入収諸3

04子利金預県1

2 貸 付 金 元 利 収 入 116,333

05入雑3

195,200

額金項款

歳 入 合 計

76,950

議第 9号　令和 8年度奈良県林業改善資金貸付金特別会計予算
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　　　歳　出

千円

002,591費林森境環1

1
林 業 改 善 資 金
貸 付 事 業 費

195,200

195,200

額金項款

歳 出 合 計

議第 9号　令和 8年度奈良県林業改善資金貸付金特別会計予算
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　　　歳　出

千円

002,591費林森境環1

1
林 業 改 善 資 金
貸 付 事 業 費

195,200

195,200

額金項款

歳 出 合 計

議第10号
令和 8年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計予算

　令和 8年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1，839，600千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第�2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、「第 2表債務負担行為」による。

（県　債）

第�3 条　地方自治法第230条第 1項の規定により起こすことができる県債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は、「第 3表県債」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第10号　令和 8年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

102,443料数手び及料用使1

102,443料用使1

567,714金入繰2

1 一 般 会 計 繰 入 金 417,765

001,1金越繰3

001,1金越繰1

438,241入収諸4

438,241入雑1

007,339債県5

007,339債県1

1,839,600

額金項款

歳 入 合 計

議第10号　令和 8年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計予算
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　　　歳　出

千円

006,938,1費農食1

1 中 央 卸 売 市 場 事 業 費 1,839,600

1,839,600

額金項款

歳 出 合 計

議第10号　令和 8年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計予算



-　 -52

　　第 2 表

債　務　負　担　行　為

千円

中央卸売市場北側用地整
備事業にかかる契約

令 和 9 年 度 1,610,530

額度限間期項事

146,900
卸売場棟空調設備改修事
業にかかる契約

令 和 9 年 度

議第10号　令和 8年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計予算
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議第10号　令和 8年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計予算

第 3 表
県　　　　　 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

卸売市場施設整備事業 933，700
証書借入又
は債券発行
による。

年 8．0％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

借入先の融通条件に
よる。ただし、県の
財政の都合又は融通
条件により繰り上げ
をし、償還年限を短
縮し、又は低利債に
借り換えすることが
できるものとする。

千円
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議第11号
令和 8年度奈良県公債管理特別会計予算

　令和 8年度奈良県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ116，402，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（県　債）

第�2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1項の規定により起こすことができる県債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2表県債」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第11号　令和 8年度奈良県公債管理特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

000,172入収産財1

1 財 産 運 用 収 入

000,238,87金入繰2

1 一 般 会 計 繰 入 金 68,946,857

2 特 別 会 計 繰 入 金 5,794,143

3 基 金 繰 入 金

000,992,73債県3

000,992,73債県1

116,402,000

額金項款

歳 入 合 計

271,000

4,091,000

議第11号　令和 8年度奈良県公債管理特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,204,611費債公1

1 公 債 費

116,402,000

額金項款

歳 出 合 計

116,402,000

議第11号　令和 8年度奈良県公債管理特別会計予算
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議第11号　令和 8年度奈良県公債管理特別会計予算

第 2 表
県　　　　　 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

借 換 債 37，299，000

証書借入又
は債券発行
（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）
による。

年 8．0％
以 内

借入先の融通条件に
よる。ただし、県の
財政の都合又は融通
条件により繰り上げ
をし、償還年限を短
縮し、又は低利債に
借り換えすることが
できるものとする。

千円
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議第12号
令和 8年度奈良県育成奨学金貸付金特別会計予算

　令和 8年度奈良県育成奨学金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ53，100千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第12号　令和 8年度奈良県育成奨学金貸付金特別会計予算　　
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

001,35入収諸1

1 貸 付 金 元 利 収 入 53,100

53,100

額金項款

歳 入 合 計

議第12号　令和 8年度奈良県育成奨学金貸付金特別会計予算
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　　　歳　出

千円

001,35費育教1

1 育 成 奨 学 金 貸 付 事 業 費

53,100

額金項款

歳 出 合 計

53,100

議第12号　令和 8年度奈良県育成奨学金貸付金特別会計予算
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議第13号
令和 8年度地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計予算

　令和8年度地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7，701，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（県　債）

第�2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1項の規定により起こすことができる県債の目 

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2表県債」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第13号　令和 8年度地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

196,161,4金入繰1

1 一 般 会 計 繰 入 金 4,161,691

907,395,2入収諸2

1 貸 付 金 元 利 収 入 2,593,709

006,549債県3

006,549債県1

7,701,000

額金項款

歳 入 合 計

議第13号　令和 8年度地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,107,7費構機院病1

1 病 院 機 構 費

2 病 院 機 構 公 債 費 2,584,509

7,701,000

額金項款

歳 出 合 計

5,116,491

議第13号　令和 8年度地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計予算
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議第13号　令和 8年度地方独立行政法人奈良県立病院機構関係経費特別会計予算

第 2 表
県　　　　　 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

病 院 機 構 貸 付 事 業 945，600
証書借入又
は債券発行
による。

年 8．0％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

借入先の融通条件に
よる。ただし、県の
財政の都合又は融通
条件により繰り上げ
をし、償還年限を短
縮し、又は低利債に
借り換えすることが
できるものとする。

千円
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議第14号
令和 8年度奈良県国民健康保険事業費特別会計予算

　令和 8年度奈良県国民健康保険事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ119，486，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第14号　令和 8年度奈良県国民健康保険事業費特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

1 分 担 金 及 び 負 担 金 32,790,919

1 負 担 金

680,493,53金出支庫国2

1 国 庫 負 担 金

2 国 庫 補 助 金

912,601入収産財3

1 財 産 運 用 収 入

000,979,01金入繰4

1 一 般 会 計 繰 入 金 7,543,000

2 基 金 繰 入 金

677,512,04入収諸5

075入収利元金付貸1

2 前 期 高 齢 者 交 付 金 39,739,615

3 共 同 事 業 交 付 金 456,066

4 出 産 育 児 交 付 金 19,525

119,486,000

額金項款

歳 入 合 計

32,790,919

23,899,607

11,494,479

106,219

3,436,000

議第14号　令和 8年度奈良県国民健康保険事業費特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,684,911費険保祉福1

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 119,486,000

119,486,000

額金項款

歳 出 合 計

議第14号　令和 8年度奈良県国民健康保険事業費特別会計予算
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議第15号
令和 8年度奈良県流域下水道事業費特別会計予算

（総　則）

第 1条　令和 8年度奈良県流域下水道事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条　業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴　流域関連市町村数　　　　　　　　　　　　　　12市15町１村

⑵　年 間 処 理 水 量　　　　　　　　 128，637，000立方メートル

⑶　 1日平均処理水量　　　　　　　　　　 352，430立方メートル

⑷　主要な建設工事

　　　流域下水道施設耐震補強工事　　　　　　　　 374，243千円

　　　流域下水道施設老朽化対策工事　　　　　　 6，690，436千円				  

（収益的収入及び支出）

第 3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　　　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　入

　第 1款　事　業　収　益　　　　　　　　　　　　12，980，498千円

　　第 1項　営 　 業 　 収 　 益　　　　　　　　　 6，572，083千円

　　第 2項　営　業　外　収　益　　　　　　　　　 6，408，415千円

　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　　　出

　第 1款　事　　業　　費　　　　　　　　　　　　13，390，386千円

　　第 1項　営 　 業 　 費 　 用　　　　　　　　　13，062，935千円

　　第 2項　営　業　外　費　用 　　　　　　　　　　327，451千円

（資本的収入及び支出）

第�4 条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額1，360，316千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額184，832千円及び過年度

損益勘定留保資金1，175，484千円で補てんするものとする。）

　　　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　入

　第 1款　資 本 的 収 入 　　　　　　　　　　　　8，079，279千円

　　第 1項　建　設　補　助　金　　　　　　　　　 4，235，450千円

　　第 2項　建　設　負　担　金　　　　　　　　　 1，778，429千円

　　第 3項　企　　　業　　　債　　　　　　　　　 2，065，400千円

議第15号　令和 8年度奈良県流域下水道事業費特別会計予算
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　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　　　出

第 1款　資 本 的 支 出 　　　　　　　　　　　　9，439，595千円

第 1項　建　設　改　良　費 　　　　　　　　　8，079，279千円

第 2項　企 業 債 償 還 金 　　　　　　　　　1，323，542千円

第 3項　固 定 資 産 購 入 費　　　　　　　　　　　36，774千円

（債務負担行為）

第 5条　債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事　　　　　　　　　　　 項 期　　　　　間 限　　　　 度 　　　　額

流域下水道管理運営事業にかかる契約 令 和  9  年 度 919，989

流域下水道建設事業にかかる契約 令和 9年度から
令和11年度まで 8，402，600

（企業債）

第�6 条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　率 償　　還　　の　　方　　法

流域下水道事業 2，065，400
証書借入又
は債券発行
による。

年 8．0％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

借入先の融通条件による。ただし、企
業財政の都合又は融通条件により繰り
上げをし、償還年限を短縮し、又は低
利債に借り換えすることができるもの
とする。

（一時借入金）

第 7条　一時借入金の限度額は、2，000，000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 8 �条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第�9 条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外

の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

千円

千円

議第15号　令和 8年度奈良県流域下水道事業費特別会計予算



-　 -70

　　⑴　職 員 給 与 費　　　　　574，729千円

（他会計からの補助金）

第�10条　経営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1，095，263千円である。

　　　　令和  8  年  2  月 24 日提出

� 奈 良 県 知 事　　　山　　　下　　　　　　　真　　　　　

議第15号　令和 8年度奈良県流域下水道事業費特別会計予算
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